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コミュニティバスの自由乗降車区間の開始について
　４月１日から、コミュニティバス「築城巡回線」の一部区間
（京築広域農道【下深野～下香楽】）では、乗り降りが自由とな
り利便性が向上しますので、お出かけの際にはぜひ
コミュニティバスをご利用ください。
問い合わせ
企画振興課　企画振興係（内線３６３）

路線バスの運賃改定について

　４月１日からの消費税率の引き上げに伴い、
町内を運行する路線バス（寒田線・郡界線・豊津
線）の運賃が一律１０円の値上げとなります。
　値上げに伴い、定期料金も改定されますので、
詳しくは太陽交通株式会社へお問い合わせください。
問い合わせ　太陽交通株式会社２３－２４４５

平成２５年度　再編交付金事業実施状況
　平成１９年度から駐留軍等の再編の円滑な実施に

関する特別措置法第６条の規定により、在日米軍の

再編による住民の生活の安全に及ぼす影響が増加す

る市町村に対し、住民の生活の利便性の向上及び産

業の振興に寄与する事業を対象に再編交付金が交付

されています。

　築上町へは平成２５年度233,366千円が交付さ

れ、次の事業を実施しています。

○ 教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業

　　　　　　　　　　　　　　　12,200千円

　・下城井小学校プール改修工事

○ 福祉の増進及び医療の確保に関する事業

　　　　　　　　　　　　　　　90,866千円

　・子育てすこやか基金

　（子どもフェスティバル・妊産婦検診事業）

　・子ども医療費助成基金

　・放課後児童クラブ建設事業（２棟）

○ 交通の発達及び改善に関する事業

　　　　　　　　　　　　　　　83,400千円

　・上別府築城線道路改良（側溝設置）

　・築上町橋梁長寿命化修繕計画策定

　・新田跨線道路橋改修

　・宇留津浜線外１道路改良舗装

　・安武３７号線道路改良舗装

　・高塚５３号線道路舗装

　・東八田１０号線道路舗装

○ 環境の保全に関する事業　　　37,300千円

　・浜の宮公衆トイレ新築工事

○ 企業の育成及び発展を図る事業　9,600千円　

　・奥池２溜池改修工事

問い合わせ　企画振興課　基地対策係

　　　　　　　　　　　（内線３６１）
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戸籍や住民票の交付請求、住所異動届出

（転入・転出など）について

戸籍や住民票の交付請求、住所異動届出

（転入・転出など）について

　平成 20 年 5 月 1 日から戸籍や住民票の交付請求ができる方の範囲が限定され、窓口での「本

人確認」が法律上のルールになっています。これは、証明書の不当な取得や虚偽の届出を防止

し、みなさまの大切な個人情報を護るために行うものです。みなさまのご理解とご協力をお願

いします。

１、本人確認とは・・・
　窓口に来られた方について、「その方が本人で間違いないか」を確認します。

　確認の書類は次のとおりです。

【１点の提示でよいもの】

　運転免許証、住民基本台帳カード（顔写真付）、旅券（パスポート）、船員手帳、身体障害者

手帳、療育手帳、官公書発行の職員証など

　

上記のものをいずれもお持ちでない方は、次のものをいずれか 2 つ持参し、提示してください。

【2点の提示が必要なもの】

　住民基本台帳カード（顔写真なし）、国民健康保険証、健康保険証、共済組合員証、年金手帳、

年金証書、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、その他官公署が発行した証明書

（顔写真なし）、法人等の社員証、学生証など

※上記確認書類が整わない方や詳細についてはお問い合わせください。

２、戸籍や住民票の交付請求できる方について
　窓口では、来られた方が「本人で間違いないか」を確認すると同時に「その方に発行し

てよいか」を確認いたします。原則発行可能な方以外については、代理人として委任状が

なければ発行に応じることができません。

【住民票について】

　発行可能な方・・・本人又は同一世帯

　上記以外は原則委任状が必要です。住所地が同一でも、世帯が異なれば委任状を要します。

【戸籍関係の証明について】

　発行可能な方・・・戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の親族

　上記以外は原則委任状が必要です。直系の親族・・・父母、祖父母、子、孫、ひ孫など

※請求理由や証明の種類（独身証明や身分証明書）によって、発行できる方は異なる場合があ

　ります。ご不明な点はお問い合わせください。

問い合わせ　住民課　住民係（内線２３１・２３２）
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　平成２６年度の固定資産税は、平成２６年１月１日

現在の所有者に対して課税されます。平成２５年中に

土地や家屋を取得・譲渡した方、家屋を新築して３年

度を経過する方や家屋を取壊した場合は、固定資産税

額が変わります。

　ご自分の資産状況を確認されたい方は、ぜひ、この

機会をご利用ください。

◎縦覧

日時　４月１日（火）〜６月２日（月）

　　　８：３０〜１７：００（土日・祝日を除く）

場所　税務課　資産税係

縦覧できるもの　土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦

　　　　　　　　覧帳簿

縦覧できる人

　・土地・家屋の固定資産税の納税者・納税管理人

　・同居の家族

　・委任状を有する代理人

持参するもの

　・窓口に来る方の印鑑、身分証明書（免許証、保険

　　証等）

　・代理人の場合は委任状

◎閲覧

日時　４月１日（火）〜平成２７年３月３１日（火）

　　　８：３０〜１７：００

（ただし、１２月２７日（土）〜平成２７年１月４日

（日）、及び土日・祝日を除く）

場所　税務課　資産税係

閲覧できるもの　固定資産課税台帳（名寄帳）

閲覧できる人

　・土地・家屋の固定資産税の納税者・納税管理人

　・同居の家族

　・委任状を有する代理人

　・借地、借家人等の利害関係人

　　　　　　（該当部分のみ閲覧）

持参するもの

　・窓口に来る方の印鑑、身分証明書（免許証、保険

　　証等）

　・代理人の場合は委任状

　・借地、借家人等の利害関係人の場合は賃借物件の

　　明記された契約書等の利害関係がわかる書類

問い合わせ　税務課　資産税係

　　　　　　　　　（内線２１４・２１６）
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町営住宅入居者募集

1

2

3

4

一丁畑団地築城Ａ棟403号

峯原第3団地Ａ棟304号

峯原第3団地Ａ棟408号

宇留津団地419号

築城345番地1

高塚203番地1

高塚203番地1

宇留津290番地1

H14年度

H14年度

H14年度

S52年度

3LDK

3DK

3DK

3DK

4階

3階

4階

平屋

有

有

有

̶

給湯器

給湯器

給湯器

無

╳

╳

╳

○

1台

1台

1台

ー

24,000円～47,100円

21,600円～42,300円

21,600円～42,300円

7,500円～14,200円

3,000円

4,000円

4,000円

無

71.70㎡

66.50㎡

66.50㎡

51.40㎡

住宅名及び号数 所在地 建築年度 間取 共益金階数 住居面積 単身
入居

平成26年度住宅使用料
（月額）

給湯器・
風呂釜の
設置状況

エレ
ベー
ター

駐
車
場

【入居資格】
　※いかなる場合においても⑴～⑻全てを満たしてい
　　ない場合は申し込みできません。
　※申込内容に虚偽行為等が発覚した場合は、申込お
　　よび入居に関する全ての事項を取消とします。
⑴収入基準
　●一般世帯 月額158,000円以下
　●裁量階層世帯 月額214,000円以下　
　※裁量階層世帯とは、障がい者世帯、高齢者世帯、
　　子育て世帯（中学生以下のお子様がいる世帯）等
　　です。
⑵町内に3ヶ月以上居住、又は6ヶ月以上在職している
　こと。
⑶単身入居は、満60歳以上であること。ただし、平成
　18年3月31日までに満50歳以上である方。
（平成26年3月31日に満58歳以上の方）は単身入居で
　きます。
   　また、生活保護を受給中の方、障がい等をお持ち
　の方についても単身入居の規定がありますので、担
　当課にご相談ください。
⑷現に住宅に困窮し、持ち家が無いこと。※相続登記
　等が未実施の家屋がある場合、法定相続人に含まれ
　ていないこと。
⑸町県民税等を滞納していないこと。※納期到来分が
　未納になっている場合は申込みできません。
　※今後支払う旨の誓約書等は認められません。
　（転居前の市区町村へ照会いたします）
⑹現在、県営または町営住宅に入居していないこと。
⑺入居予定者に決定後10日以内に請書（連帯保証人）
　の提出および敷金（家賃月額の3ヶ月分と同額）の納
　入ができること。
⑻入居者及びその同居者が暴力団員ではないこと。　
　（警察署へ照会いたします）
【申込期間】
　●4月14日（月）～4月24日（木）土日を除く。
　※申込期間までに全ての必要書類が提出されない場
　　合は受付できません。

【必要書類等】
①町営住宅入居申込書（築上町役場 都市政策課にて配
　布）
②住民票（同居希望者全員（本籍・続柄を必ず表記）
　記載）
③平成25年度（平成24年分）所得証明書（入居希望世
　帯員で収入のある方全員分）
　※生活保護を受給の場合は、京築保健福祉環境事務
　　所交付の被保護者証明書
④滞納がない証明書もしくは完納証明書（注1：納期到
　来分まで。注2：単年度納税証明書不可）※入居資格
　⑸を参照
⑤町内に3ヶ月以上居住しておらず、町内に6ヶ月以上
　在職している場合はそれを証明する書類（会社から
　の在職証明書等）
　※入居資格⑵を参照
⑥入居者及びその同居者が暴力団員ではない確約書
　●必要書類（②③④各1通）※各証明書には1通約　
　200円の手数料が必要です。申請前にもう一度、入
　居資格を確認してください。
　※申込みをされる方の中には、別に書類等を提出し
　　ていただく場合もございますので、申込みを希望
　　される方は、なるべくお早めに手続きを行うよう
　　にしてください。
【その他注意事項】
⑴入居予定者に決定された場合、入居資格の⑸⑹⑻の
　条件を満たし、申込者と同等以上の収入がある連帯
　保証人が必要です。
⑵申し込みは1世帯1部屋のみです。
⑶応募者多数の場合は抽選となります。
⑷住宅使用料は、所得状況によって異なります。

申込・問い合わせ
　都市政策課　住宅係（内線３８３、３９２）
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［入居資格］
　①収入基準：世帯合計所得額÷12ヶ月＝79,000円以　
　　上であること。
　②勤労者であること。（事業所等の勤労者もしくは採
　　用内定者または自営業を営む者）
　③住宅に困窮している者であること。※持ち家がない
　　こと。
　④単身入居ではないこと。
　⑤市町村税及び県民税を滞納していないこと。
　　※今後支払う旨の誓約等は認められません。
　⑥公営住宅及び公営賃貸住宅の家賃を滞納していない
　　こと。
　⑦入居者及びその同居者が暴力団員ではないこと。
　⑧障がい者向け住宅への入居は申込者及び同居者に障
　　がい者手帳をお持ちの方に限ります。

［必要書類］
　　⑴住宅入居申込書
　　　（築上町役場　都市政策課にて配布）
　＊⑵住民票
　　　（同居希望者全員〔本籍・続柄を必ず標記〕記載）

　＊⑶平成25年度（平成24年分）所得証明書
　　（入居希望世帯員で収入のある方全員分）
　＊⑷滞納がない証明書もしくは完納証明書
　　（注：納期到来分まで。単年度証明不可）
　　⑸公営住宅及び公共賃貸住宅の家賃等完納証明書
　　⑹入居者及び同居者が暴力団員でない確約書
　※申込をされる方の中には、別に書類等を提出してい
　　ただく場合もあります。
　＊⑵、⑶、⑷はお住まいの市区町村役場窓口において
　　発行できます。

［その他注意事項］
・入居決定者になられた場合、〔入居資格〕⑤⑥⑦の条
　件を満たし、申込者同等の収入がある連帯保証人が２
　名必要です。
・ペットの飼育はできません。
・障がい者向け住宅は2LDKとなっています。
・敷金は基本家賃の３ヶ月分（81,000円）です。

［提出先及び問い合わせ先］
　都市政策課　住宅係（内線383、392）

募集要項

入居募集の部屋

１号棟　306号
※１世帯１部屋のみ申込可能です。希望号室が重複
　の場合は抽選となります。

※駐車場料金は基本家賃に含まれます。

築上町大字椎田815番地4
JR椎田駅下車徒歩約5分

所　　在　　地
もよりの交通機関

S59

建築
年度

中耐

構造

無

エレ
ベーター

3DK

間取り

有

風呂釜

有

シャワー

１台

駐車場

築上町役場  本庁  屋上から撮影
【基本家賃】Ａ
　　　　27,000円

【階数等減額】Ｂ
　１、２階　　　　 0円
　　　３階　　2,000円
　　　４階　　3,000円
　　　５階　　4,000円
障がい者向け　6,000円

【扶養人数等減額】Ｃ
（中学生以下対象）
　　　１人　　3,000円
　　　２人　　4,000円
　３人以上　　5,000円

【決定家賃】＝AーBーC

専有面積　53.08㎡

サン・コーポ椎田
入居者募集のお知らせ
公募期間：４月14日（月）
　　　　〜４月24日（木）
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支
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︶

築上町高齢者在宅福祉サービス築上町高齢者在宅福祉サービス

　築上町では在宅での介護や介護予防のため、さまざまな高齢者在宅福祉サービスを実施しています。この

コーナーでは、今月から１２回の予定で高齢者在宅福祉サービスを紹介していきます。

　今回は、「築上町在宅介護支援センター」について紹介します。

　築上町在宅介護支援センター

　介護保険、保健福祉サービスの利用手続き、在宅介護に関する各種の相談等について、２４時間体制で専門

スタッフが相談に応じます。

　在宅介護支援センターは、次の施設内に設置しています。

　①　ピア・ハート内　築上町大字安武844番地2  　電話（５２）０７７８

　②　やすらぎ荘内　　築上町大字湊1275番地     　電話（５７）３３１２

＜利用料＞　無　料

　　　　　　※秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。

問い合わせ　福祉課　高齢者福祉係（内線２５２）

その1
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　築上町にお住まいの児童・生徒に対して、経済的な理

由により就学困難な児童・生徒を「要保護・準要保護世

帯」に認定し、給食費・学用品費等の一部を援助する制

度を設けています。

○援助を受けられる家庭

（１）生活保護法第 6 条第 2 項に規定する要保護者

（２）生活保護法第 6 条第 2 項に規定する要保護者に準

　　ずる程度に困窮していると認められる方。（「準要保

　　護者」という。）

①生活保護法の保護の廃止又は停止

②地方税法第 295 条第 1 項に基づく市町村民税の非課

　税

③児童扶養手当法第 4 条に基づく児童扶養手当の支給

④生活福祉資金による貸付

※①〜④以外についても該当項目がありますので、詳し

　くは学校教育課へお尋ねください。

その他いずれかに該当する方

①保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者

　又は職業安定所登録の雇用保険被保険者手帳を有する

　方、若しくは雇用保険受給資格証を有する方

②保護者の職業が不安定で生活状況が悪いと認められる

　方

③PTA 会費・学級費等の学校納付金の減免が行われてい

　る方

④学校納付金の納付状況の悪い方、被服等が悪い方又は

　学用品、通学用品等に不自由している方で、保護者の

　生活状況が極めて悪いと認められる方

⑤経済的な理由による欠席日数が多い方

⑥その他特に必要と認めるときは、支給の認定をするこ

　とができます。

○認定基準額

　世帯の所得額が生活保護基準額の 1.5 倍以下の世帯援

助の範囲

　１　学校給食費

　２　義務教育に伴う必要な学用品及び通学用品費等

　３　校外活動費

　４　新入学児童生徒学用品費

　５　修学旅行

　６　医療費

○申請方法

　学校長を経由（お住まいの地区の自治会の民生・児童

委員の所見を要します。）して、教育委員会へ申請して

ください。

　認定後、継続して受給を希望する場合は毎年申請が必

要です。

○申請期間

　４月から随時受付をしています。5 月末までに認定を

受けた方は、4 月に認定を受けたものとして、4 月分か

ら支給します。

※手続き方法等、詳しいことにつきましては、学校教育

　課又は就学先の小・中学校へお尋ねください。

問い合わせ　学校教育課　学校教育係（支所・内線 253）

♢国民年金保険料改正

　４月から国民年金保険料が改正されます。

　　１５，２５０円／月

♢保険料前納割引

　国民年金保険料をまとめて前納すると割引があります。

1 年度分・６ヵ月分前納の納付書は、４月上旬に発送さ

れる納付書案内書につづられています。

　また、現金払いでの前納は、１年度分や６ヵ月分だけ

でなく、任意の月分から年度末までの分を前納すること

も可能です。この場合は、専用の納付書が必要となりま

すので、年金事務所までお問い合わせください。

＊支払期限   ４月３０日 （水）＊現金払いの場合

＊保険料の比較（1 年度分・現金払い）

　・毎月納付　　　　　183,000 円

　・１年度分前納　　   179,750 円（3,250 円の割引）

　・６ヵ月分前納　　　181,520 円（1,480 円の割引）

♢学生納付特例の申請はお早めに

　日本国内に住む全ての人は、20 歳になったら国民年

金の被保険者となり、保険料の納付が必要となります。

しかし、学生の方は本人の所得が一定額以下であれば、

申請によって在学中の保険料の納付を猶予する「学生納

付特例制度」があります。

　ただし、猶予が承認された期間は、将来の基礎年金額

の計算には含まれず、承認を受けてから１０年間以内で

あれば、追納ができます。

＊承認を受けた年度から起算して３年度目以降は、一定

　の加算額が加わります。

＊対象者　大学・短期大学・大学院・高等学校・専修学

　　　　　校・各種学校で 1 年以上の就学課程に在学す

　　　　　る 20 歳以上の方

＊必要なもの・年金手帳（または基礎年金番号がわかる

　　　　　　　もの）

　　　　　　・学生証の写しまたは在学証明書 (4 月以　

　　　　　　　降に発行されたもの )

　　　　　　・代理申請の場合は委任状・印鑑・身分証

　　　　　　　明書

♢国民年金保険料の免除申請ができる対象期間の拡大

　国民年金は、所得が少ないときや失業により保険料を

納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申

請することができます。平成２６年４月からは、過去２

年１カ月分の免除申請ができるようになります。

【申請方法】

　免除申請などを希望される方は、役場または年金事務

所に申請してください。

　必要な添付書類などは上記の申請先までお問い合わせ

ください。

【注意事項】

○２年１カ月前の月分まで免除申請をすることができま

　すが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け

　取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場

　合がありますので、すみやかに申請してください。

○申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いま

　すので、免除が承認されない場合があります。

申込・問い合わせ

　住民課　住民係（内線２３２）

　総合管理課　窓口係（支所・内線１２８）　　　　　

　小倉南年金事務所　０９３（４７１）８８６９

築上町児童生徒の就学援助費支給制度

国民年金からのお知らせ
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所　

築
上
町
役
場　

保
健

　
　
　
　
　

室
︵
椎
田
庁
舎
地
下
︶

提
出
方
法　

福
岡
県
内
︵
受
任
地

　

を
含
む
︶
は
持
参
�
県
外
は
郵

　

送
可
︵
４
月
30
日
︵
水
︶
消
印

　

有
効
︶

※

提
出
要
領
は
築
上
町
の
ホ
�
ム

ペ
�
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
�
ド
で
き

ま
す
�

　

h
ttp

://w
w
w
.to

w
n
.ch

iku
jo
.

　

fu
ku

o
ka.lg

.jp

問
い
合
わ
せ

　

財
政
課　

管
財
係

　
　
　

︵
内
線
３
４
１
・
３
４
２
︶

個
人
住
民
税
の
均
等
割
額
が

増
額
と
な
り
ま
す

　

東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
実
施

す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
要
す

る
費
用
を
確
保
す
る
た
め
の
臨
時

措
置
と
し
て
�
平
成
26
年
度
か
ら

平
成
35
年
度
ま
で
の
10
年
間
�
町

民
税
と
県
民
税
の
均
等
割
額
を
そ

れ
ぞ
れ
５
０
０
円
ず
つ
加
算
し
ま

す
�︵
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

興
に
関
し
�
地
方
公
共
団
体
が
実

施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必

要
な
財
源
の
確
保
に
係
る
地
方
税

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
︶

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

町
民
税
係

　
　
　
　

︵
内
線
２
１
５
︶

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
体
験
学

習
講
座

・
紙
ひ
も
の
か
ご
作
り

日
時　

４
月
18
日
︵
金
︶

　
　
　

10：

00
�
15：

30

持
参
す
る
も
の　

は
さ
み
�
木
工

　

ボ
ン
ド
�
も
の
さ
し
︵
30
㎝
︶�

　

洗
濯
ば
さ
み
30
個
�
鉛
筆

・
Ｅ
Ｍ
ぼ
か
し
づ
く
り

日
時　

４
月
26
日
︵
土
︶

　
　
　

10：

00
�
12：

00

持
参
す
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン

・
紙
す
き

日
時　

４
月
30
日
︵
水
︶

　
　
　

13：

00
�
15：

30

持
参
す
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン
�
古

　

タ
オ
ル
１
枚

・
廃
油
石
け
ん
作
り　

日
時　

４
月
18
日
︵
金
︶

　
　
　

９：

00
�
13：

00

持
参
す
る
も
の　

軍
手
�
エ
プ
ロ

　

ン
・
一
閑
張
り

日
時　

４
月
18
日
︵
金
︶

　
　
　

９：

00
�
13：

00

持
参
す
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン

・
エ
コ
ク
�
キ
ン
グ

日
時　

４
月
18
日
︵
金
︶

　
　
　

９：

00
�
13：

00

持
参
す
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン

・
手
仕
事
の
う
た
︵
不
定
期
︶

持
参
す
る
も
の　

着
物
の
布
�
古

　

布

※

参
加
費
・
材
料
費
は
実
費
と
な

　

り
ま
す
�

※

募
集
人
数
は
各
10
人
で
す
�

※

申
し
込
み
は
開
催
日
の
３
日
前

ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
�

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課　

環
境
係

　
　
　
　

︵
支
所
・
内
線
１
５
５
︶

ME
TASE

no MORI

『メタセの杜』
TEL.0930-52-3828

広告欄

○イベント

・フリーマーケット

　４／１３（日）１０時〜１６時

　　　※雨天の場合は４／２０（日）に延期

　　次回、５月１８日（日）開催予定

　　町内にお住まいの方、出店者募集中！

・キラキラフェスティバル

　４／２７（日）１０時〜１５時　

　　北九州から大分のクリエーター大集合！

　　食べ物や雑貨、ダンスも！雨天も決行！

○国際交流館

・白山流木彫展　白彫クラブ（船越庄一）

　４月２９日（火）〜５月５日（月）

　１０時〜１６時

　　※４月２９日のみ、１２時〜１６時まで

　　　　　　入札日：平成26年2月10日
【学校教育課】
●下城井小学校外1校特別支援学級改修工事
　（築上町大字袈裟丸379番地外 地内）
　落札金額：6,520,000円
　工　　期：平成26年2月13日～平成26年3月31日
　落札業者：岡田工務店
【生涯学習課】
●築城体育館ブラインド取替工事
（築上町大字安武1356番地6 地内）
　落札金額：2,200,000円
　工　　期：平成26年2月13日～平成26年3月20日
　落札業者：山内建設
　　　　　　入札日：平成26年2月18日
【商工課】
●旧藏内邸駐車場整備工事（築上町大字上深野 地内）
　落札金額：2,347,000円
　工　　期：平成26年2月19日～平成26年3月28日
　落札業者：政時組

入札結果（２月分）
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町内外からのお知らせ町内外からのお知らせ

築上町福祉タクシー料金助成制度

　築上町では、在宅で身体障害者手帳「１・２級」ま

たは療育手帳「Ａ」をお持ちの方、特定疾患医療受給

者証をお持ちの方に対して、タクシー料金の助成を

行っています。希望する方は、福祉課社会福祉係で申

請手続きをお願いします。

　ただし、同じ世帯に自家用車（軽自動車を含む）を

お持ちの方は、対象となりません。

受付開始日　４月１日（火）

持参するもの　

・身体障害者手帳及び療育手帳、特定疾患医療受給者

　証のいずれか。

・印鑑

※申込・タクシー券の受領は、すべて本庁で行います。

　築城支所では行いませんので、お間違えのないよう

　お願いします。

申込・問い合わせ　福祉課　社会福祉係（内線 243）

平
成
26
年
度
県
政
モ
ニ
タ
�

募
集

応
募
資
格　

県
内
在
住
の
18
歳
以

　

上
の
方
︵
平
成
26
年
４
月
１
日

　

現
在
︶

※

国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
�

常
勤
の
公
務
員
�
平
成
24
・
25
年

度
県
政
モ
ニ
タ
�
経
験
者
を
除
く

任
期　

６
月
下
旬
︵
予
定
︶�

　
　
　

平
成
27
年
３
月
31
日

謝
礼　

活
動
状
況
に
応
じ
て
図
書

　

カ
�
ド
を
進
呈

募
集
期
間　

４
月
１
日
︵
火
︶�

　
　
　
　
　

６
月
２
日
︵
月
︶

※

応
募
方
法
な
ど
�
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
�︵
応
募

は
が
き
は
市
町
村
窓
口
�
県
庁
�

県
総
合
庁
舎
�
ア
ク
ロ
ス
福
岡
文

化
観
光
情
報
ひ
ろ
ば
等
で
配
布
︶

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
県
民
情
報
広
報
課

　

広
聴
係

　

０
９
２
︵
６
４
３
︶
３
１
０
３

暴
力
団
被
害
集
中
相
談
の
実

施
に
つ
い
て

日
時　

４
月
12
日
︵
土
︶

　
　
　

10：

00
�
16：

00

場
所

・
福
岡
地
区　

　

相
談
電
話
番
号

　

０
９
２
︵
７
１
１
︶
４
０
７
６

　

福
岡
市
暴
力
追
放
相
談
セ
ン
タ

　

�
︵
福
岡
市
役
所
２
階
︶

・
筑
豊
地
区

　

相
談
電
話
番
号

　

０
９
４
８
︵
２
２
︶
３
８
８
３

　

飯
塚
市
民
事
暴
力
相
談
セ
ン
タ

　

�
︵
飯
塚
市
役
所
２
階
︶

・
北
九
州
地
区

　

相
談
電
話
番
号

　

０
９
３
︵
５
８
２
︶
２
１
４
０

　

北
九
州
市
安
全
・
安
心
相
談
セ

　

ン
タ
�︵
北
九
州
市
役
所
２
階
︶

・
筑
後
地
区

　

相
談
電
話
番
号

　

０
９
４
２
︵
３
０
︶
９
０
５
５

　

久
留
米
市
暴
力
追
放
推
進
協
議

　

会
︵
久
留
米
市
役
所
３
階
︶

問
い
合
わ
せ

　

︵
公
財
︶
福
岡
県
暴
力
追
放
推

　

進
セ
ン
タ
�

　

０
９
２
︵
６
５
１
︶
８
９
３
８

大
正
琴
サ
�
ク
ル
︵
愛
希
会
︶

体
験
講
座
開
催

　

懐
か
し
い
愛
唱
歌
な
ど
楽
し
み

な
が
ら
大
正
琴
に
触
れ
て
み
ま
せ

ん
か
�
初
心
者
大
歓
迎
で
す
�
基

本
か
ら
分
か
り
や
す
く
指
導
し
ま

す
�

日
時　

４
月
25
日
︵
金
︶

　
　
　

10：
00
�
11：

30

申
込
期
日　

４
月
24
日
︵
木
︶

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

築
上
町
コ
ミ
�
ニ
テ
�
セ
ン
タ

　

�
︵
５
２
︶
０
０
６
６

ス
ポ
�
ト
パ
ソ
コ
ン
︵
前
期
︶

教
室
受
講
生
募
集

講
座
開
設
期
間

　

４
月
23
日
︵
水
︶�
７
月
23
日

　

︵
水
︶
ま
で
の
毎
週
水
曜
日

　

①
13：

00
�
14：

30

　

②
18：

30
�
20：

00

定
員

・
各
16
名
︵
応
募
者
が
半
数
以
下

　

の
場
合
は
取
り
や
め
る
こ
と
が

　

あ
り
ま
す
�
ま
た
応
募
多
数
の

　

場
合
は
パ
ソ
コ
ン
同
好
会
事
務

　

局
で
選
考
し
ま
す
�

・
ク
ラ
ウ
ド
教
室
︵
在
宅
学
習
＋

　

ス
ク
リ
�
ニ
ン
グ
︶
若
干
名

研
修
課
題　

W
i
n
d
o
w
s
8

　

の
操
作
�
イ
ン
タ
�
ネ
�
ト
の

　

活
用
�
文
字
入
力
変
換
�
文
書

　

作
成
等
︵
14
講
座
︶

申
込
方
法　

所
定
の
様
式
に
記
入

　

の
う
え
�
築
上
町
コ
ミ
�
ニ
テ

　

�
セ
ン
タ
�
事
務
室
へ

申
込
期
限　

４
月
11
日
︵
金
︶

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
�
な
お
�
パ
ソ
コ
ン
同
好
会

で
は
パ
ソ
コ
ン
相
談
室
も
設
け
て

い
ま
す
�
パ
ソ
コ
ン
操
作
等
で
お

悩
み
の
方
は
開
催
日
の
15：

00
�

16：

00
同
施
設
の
視
聴
覚
室
で

行
�
て
い
ま
す
�
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
�

問
い
合
わ
せ

　

築
上
町
コ
ミ
�
ニ
テ
�
セ
ン
タ

　

�
︵
５
２
︶
０
０
６
６

京
築
神
楽
定
期
公
演

　

多
く
の
方
に
京
築
神
楽
を
知
�

て
い
た
だ
く
た
め
�
定
期
公
演
を

開
催
し
て
い
ま
す
�
４
月
は
震
災

復
興
チ
�
リ
テ
�
公
演
で
す
�
皆

様
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
�

日
時　

４
月
13
日
︵
日
︶

　
　
　

開
場　

10：

30

　
　
　

開
演　

11：

00

　
　
　

︵
終
演　

16：

00
予
定
︶

場
所　

苅
田
町
中
央
公
民
館
大
ホ

　
　
　

�
ル

入
場
料　

９
０
０
円

　
　
　

︵
当
日
券
１
,

０
０
０
円
︶

　

※
高
校
生
以
下
無
料

チ
ケ
�
ト
・
問
い
合
わ
せ

　

企
画
振
興
課　

企
画
振
興
係

　
　
　
　
　
　

︵
内
線
３
６
２
︶

　

京
築
連
帯
ア
メ
ニ
テ
�
都
市
圏

　

推
進
会
議
事
務
局

　

０
９
２
︵
６
４
３
︶
３
１
７
８

人の動き（２月末現在）

　　　　　　　　　　　 　  前月比
人　口　１９，８４７人　　ー５１
　男　　　９，５７２人　　ー２８
　女　　１０，２７５人　　ー２３
世帯数　　９，０５６世帯　ー３２
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優
良
運
転
者
等
表
彰
に
伴
う

候
補
者
募
集
に
つ
い
て

　

福
岡
県
警
察
で
は
�
長
年
交
通

安
全
活
動
に
尽
力
さ
れ
た
方
や
長

年
無
事
故
・
無
違
反
の
方
で
他
の

運
転
者
の
模
範
と
な
�
て
い
る

方
々
等
に
対
す
る
表
彰
を
行
�
て

お
り
�
そ
の
候
補
者
を
募
集
し
て

い
ま
す
�

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
�

問
い
合
わ
せ

　

豊
前
築
上
交
通
安
全
協
会

　

０
９
７
９
︵
８
３
︶
３
５
６
９

不
正
大
麻
・
け
し
撲
滅
運
動

�
き
れ
い
な
け
し
の
花
に
注

意
！
�

　

き
れ
い
な
け
し
の
花
を
見
か
け

る
季
節
に
な
り
ま
し
た
が
�
け
し

に
は
植
え
て
良
い
も
の
と
�
悪
い

も
の
が
あ
り
ま
す
�

植
え
て
は
い
け
な
い
け
し
の
特
徴

・
草
丈
が
大
き
く
１
ｍ
以
上
に
な

　

る
�

・
全
体
が
白
�
ぽ
い
緑
色
を
し
て

　

お
り
�
毛
が
な
い
�

・
茎
を
抱
き
込
む
よ
う
に
葉
が
生

　

え
て
い
る
�

・
葉
が
大
き
く
長
楕
円
形
で
�
ま

　

わ
り
の
切
れ
込
み
が
浅
い
�

　

な
ど

　

こ
の
よ
う
な
け
し
を
見
か
け
た

人
は
�
ご
連
絡
く
だ
さ
い
�

問
い
合
わ
せ

　

京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

　

総
務
企
画
課　

企
画
指
導
係

　

︵
２
３
︶
２
３
７
９

裁
判
所
職
員
採
用
試
験

採
用
予
定
官
職

①
裁
判
所
事
務
官
︵
院
卒
者
試
験

　

︹
法
律
・
経
済
区
分
︺︶�︵
大
卒

　

者
試
験
︹
法
律
・
経
済
区
分
︺
︶�

　

︵
一
般
職
試
験
︹
大
卒
程
度
︺︶

②
家
庭
裁
判
所
調
査
官
補
︵
院
卒

　

者
試
験
︹
人
間
科
学
区
分
︺︶�

　

︵
大
卒
程
度
試
験
︹
人
間
科
学

　

区
分
︺︶

受
付
期
間　

・
イ
ン
タ
�
ネ
�
ト

　

４
月
２
日
︵
水
︶
10：

00
�

　

４
月
14
日
︵
月
︶

・
郵
送

　

４
月
２
日
︵
水
︶�

　

４
月
４
日
︵
金
︶

第
一
次
試
験
日　

６
月
１
日
︵
日
︶

※

詳
細
は
最
寄
り
の
裁
判
所
で
配

布
し
て
い
る
受
験
案
内
�
ま
た
は

最
高
裁
ウ
�
ブ
サ
イ
ト

︵h
ttp

://w
w
w
.co

u
rts.g

o
.jp

︶
を

ご
覧
く
だ
さ
い
�

問
い
合
わ
せ

　

①
に
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●介護法人保健施設ピア・ハートで

　　　　　一人オーケストラ講演開催

　２月９日、介護老人保健施設ピア・ハートに、一人オーケストラの浜
崎俊和さんが訪問してくれました。８５歳と高齢ではありますが年齢を
感じさせない元気な演奏と笑顔に、入所者の方も元気をいただいたよう
です。

●キラキラフェスティバル開催

　〜子どもを大人の力で守りたいＳＴＯＰ

　　　　　　　虐待のチャリティイベント〜

日時　４月２７日（日）１０：００～１５：００
場所　メタセの杜
内容　雑貨・飲食４７店出品、段ボール迷路・遊具、ベビーマッサージ、
　　　プロのカメラマンによる写真撮影、フラダンス、ウクレレ教室等
※ボランティアスタッフ、出店者大募集！！詳しくはお問い合わせくだ
　さい。
申込・問い合わせ　キラキラフェスティバル実行委員会　吉村　
　　　　　　　　　０９０－９７９０－４７６７

椎田書道クラブ会員

書道作品展開催

　皆様是非ご来場ください。
日時　４月１１日（金）
　　～４月１３日（日）
場所　中央公民館
書道クラブ会長　神　式部
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町内外からのお知らせ町内外からのお知らせ

　福岡法務局と行橋人権擁護委員協議

会では、以下のとおり「常設相談所」

を開設しています。　どのようなこと

でもお気軽にご相談ください。

　なお、相談は無料で、秘密は固く守

られます。

相談員　法務局職員又は人権擁護委員

相談日　土日祝日を除く毎日

　　　　８：３０〜１７：１５

※人権擁護委員への相談は、毎週月水

　金の９：００〜１６：００

場所　福岡法務局行橋支局１階相談室

※電話でも相談できます。

　（全国共通番号 0570（003）110）

相談方法　事前の予約は必要ありませ

　　　　　んので、上記相談日に来庁

　　　　　又はお電話ください。

問い合わせ　福岡法務局行橋支局

　　　　　　総務係（２２）０４７６

法務局における「常設相談所」
相談日　　毎月第１、第３火曜日

　　　　　（＊ただし、5 月と１月は、第２、第３火曜日）

場　所　　福岡法務局行橋支局１階　相談室

予約方法　相談日前日のみの予約となります。

※予約受付時間　相談日前日の９：００〜１７：１５（時報ととも

　　　　　　　　に受付開始）

※前日が祝日の場合は、前週の金曜日

相談方法　電話による受付のみ

定　員　　先着６名（定員になり次第締切）

相談時間　１３：００〜１６：００（１人３０分）

相談内容　法律問題全般

利用条件　相談は、法律扶助の趣旨により、「収入の少ない方」　が

　　　　　対象になります。なお、賞与も含んだ月収（手取り）の

　　　　　目安は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※これを上回る場合でも、家

　　　　　　　　　　　　　　　　　賃、住宅ローン、医療費など

　　　　　　　　　　　　　　　　　の出費がある場合は、考慮さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　れます。

申込・問い合わせ　福岡法務局行橋支局　総務係

　　　　　　　　　　（２２）０４７６

法テラスの弁護士による無料法律相談所

単身者
２人家族
３人家族
４人家族

月収（手取り）
18万２千円以下
25万 1千円以下
27万 2千円以下
29万 9千円以下

平成26年度　人権相談　日程表

４月２１日（月）
５月１９日（月）
６月　２日（月）
７月２２日（火）
８月１８日（月）
９月１６日（火）
１０月２０日（月）
１１月１７日（月）
１２月　５日（金）
１月１９日（月）
２月１６日（月）
３月１６日（月）

椎田人権センター
築城人権センター
椎田人権センター
築城人権センター
築城人権センター
椎田人権センター
椎田人権センター
築城人権センター

築上町コミュニティセンターソピア
椎田人権センター
椎田人権センター
築城人権センター

人権擁護委員
人権擁護委員
人権擁護委員
弁　護　士

人権擁護委員　法務局
弁　護　士
人権擁護委員
弁　護　士
人権擁護委員
弁　護　士

人権擁護委員　法務局
弁　護　士

特設人権相談 10：00～15：00

特設人権相談 13：30～15：30

特設人権相談 13：30～15：30

特設人権相談 10：00～15：00

開　催　日 場　　所 相　談　員 備　　考

※人権擁護委員相談・弁護士相談（13：30～15：30）

♦相談には、次の方たちが応じます。
《人権擁護委員》椋本欣二郎（東築城）　白川　義孝（上ノ河内）　吉留　平治（築城）
　　　　　　　　中村　雅輝（湊）　　　安田　美鈴（安武）　　　吉田冨美代（宇留津）
　　　　　　　　白川恵美子（松丸）　　川端　洋子（越路）
《弁護士》福岡県弁護士会北九州部会所属弁護士


